
与野本町駅周辺地区のまちづくりに一緒に取り組みませんか?

対象者

入会資格

まちづくりマスタープランに掲げたリーディングプロジェクトの実現に向け、
行政と協働で対象区域のまちづくりに携わりたいとお考えの方

中央区内の在住者、中央区内に存する土地建物の所有者又は中央区内の
在勤者で協議会の目的に賛同し、協力する方

会 費 会費（年会費1,000円）が必要となります。

【問合せ先】
さいたま市都市局 まちづくり推進部 与野まちづくり事務所
〒３３８－８６８６ さいたま市中央区下落合５-７-１０
電 話：０４８-８４０-６１５３（直通）
ＦＡＸ：０４８-８４０-６１５５
メールアドレス：yono-machidukuri@city.saitama.lg.jp

● 平成２７年１１月に与野本町駅周辺地区における
まちの将来像及びまちづくりの方針等を示す
「与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン」
が策定されました。

● 本プランの推進に当たり、地域が主体となる
「与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会」と
行政が協働で持続的なまちづくりの取組を進めて
いきます。

● 与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会では、
まちづくりマスタープランに掲げた
リーディングプロジェクト（裏面参照）の実現に向けて、
具体的な検討等を行っていきます。

：対象区域

申込方法
入会をご希望の方は、以下の問合せ先までご連絡ください。
なお、入会申込書にご記入の上、FAX等で申込が可能です。



本協議会は、与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープランに掲げたまちの将来像の実現に向け、
地域が主体となり行政と協働で持続可能なまちづくりを推進することを目的とします。

まちづくり推進協議会とは
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本協議会は、活動の枠組みを決める総会、協議会の運営全般を行う役員会から構成し、
リーディングプロジェクトの施策に関する詳細な検討等を行う組織として、必要に応じて
分科会を設置できることとしています。

協議会の年会費は、1,000 円です。
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本協議会では、以下のような活動を行っていきます。
・本プランに示すリーディングプロジェクトの施策に関する活動
・協議会活動の情報発信
・その他本プランを推進するために必要な活動

ＬＰ１ 中央区役所周辺をはじめとした３拠点の強化

ＬＰ２ 与野本町小学校と周辺公共施設との複合化
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個性を
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中央区役所周辺の公共施設再編と空間のリニューアル
与野中央公園整備によるみどり拠点の強化
与野本町駅周辺の利便性の向上

教育関連施設や子育て支援施設等との複合化 等

本町通りの歴史や魅力の保全・形成、安心して歩ける環境の形成 等

ＬＰ３ 歴史を伝える本町通りのまちづくり

芸術劇場と地域とのつながりの強化、地区外から人々を呼び込む強化 等

ＬＰ４ 芸術劇場と地域が連携したまちづくり

まちづくりについて学ぶ機会を充実、良好な景観形成に向けたまちのルールづくり 等

ＬＰ５ 住環境を維持・改善するまちづくり

ＬＰ６ 安心して歩けるみちづくり

多くの人々が利用する道路の交通安全性を向上、散策路の改善 等

本プランでは、以下の６つのリーディングプロジェクト（ＬＰ）を掲げています。

・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ： まちの将来像の効果的な実現を目的にまちづくりの取組をパッケージ化したもの

役員会

分科会

（備品購入費など、協議会の運営費用に充てていきます。）

協議会活動の枠組みに
関する事項の審議・決議

協議会の運営、
分科会活動の支援等

リーディングプロジェクトの
施策に関する詳細な検討等


